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問
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合
わ
せ 

・
財
政
課
　
☎
内
線
２
１
７ 

・
学
校
法
人
　
国
際
学
園 

　
☎
０
４
６
３（
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）６
０
４
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「
万
台
こ
ゆ
る
ぎ
の
森
整
備
活
用
事
業
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
す 

〜 

生
涯
学
習
講
座
が
開
講 

〜 

万台こゆるぎの森 

　
「
万
台
こ
ゆ
る
ぎ
の
森
」
は
「
万

台
こ
ゆ
る
ぎ
の
森
整
備
活
用
事
業
」

の
準
備
工
事
等
の
た
め
一
時
閉
園
し

て
い
ま
す
が
、
こ
の
た
び
、
予
定
さ

れ
て
い
た
一
部
の
事
業
が
始
ま
り
ま

す
。
ま
ず
は
、
生
涯
学
習
講
座
が
開

講
さ
れ
ま
す
。
今
後
は
、
講
座
メ
ニ

ュ
ー
な
ど
の
情
報
を
町
か
ら
も
発
信

し
て
ま
い
り
ま
す
の
で
、
ご
活
用
く

だ
さ
い
。 

　
一
般
開
放
は
、
グ
ラ
ウ
ン
ド
や
駐

車
場
な
ど
の
工
事
が
完
了
次
第
、
再

開
す
る
予
定
で
す
の
で
、
も
う
し
ば

ら
く
お
待
ち
く
だ
さ
い
。
な
お
、
会

議
室
の
利
用
等
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
学
校
法
人
国
際
学
園
ま
で
ご
相

談
く
だ
さ
い
。 

  

◎
万
台
こ
ゆ
る
ぎ
の
森 

　
　
　
整
備
活
用
事
業
と
は
？ 

 

　「
万
台
こ
ゆ
る
ぎ
の
森
基
本
計
画
」

を
民
間
の
力
を
借
り
て
、
実
現
を
目

指
す
事
業
で
す
。 

　
学
校
法
人
国
際
学
園
に
よ
る
星
槎

（
せ
い
さ
）大
学
通
信
制
課
程（
ス
ク

ー
リ
ン
グ
）や
星
槎
中
学
校
湘
南
分

教
室
の
開
校
か
ら
ス
タ
ー
ト
し
、
将

来
的
に
は
星
槎
大
学
通
学
制
、
小
学

校
、
高
等
学
校
の
開
校
が
予
定
さ
れ

て
い
ま
す
。 

　
ま
た
、
町
民
の
方
々
も
利
用
で
き

る
各
種
公
開
講
座
や
交
流
メ
ニ
ュ
ー

が
多
数
計
画
さ
れ
て
お
り
、
万
台
こ

ゆ
る
ぎ
の
森
の
豊
か
な
自
然
を
保
全

し
な
が
ら
、
子
ど
も
達
や
一
般
町
民

の
方
々
の
た
め
に
様
々
な
総
合
学

習
・
体
験
学
習
、
公
開
講
座
な
ど
、

生
涯
学
習
の
場
と
し
て
も
利
用
で
き

る
計
画
と
な
っ
て
い
ま
す
。 

 

利
用
で
き
る
交
流
メ
ニ
ュ
ー 

 

○
７
月
か
ら
ス
タ
ー
ト 

【
生
涯
学
習
講
座
・
教
員
免
許
更
新

講
習
】 

　
生
活
に
密
着
し
た
身
近
な
題
材
で

講
演
・
講
座
を
開
講
し
ま
す
。
第
１

回
は
「
児
童
期
の
自
立
と
自
律
に

向
け
て
」
を
テ
ー
マ
に
、
７
月
４
日

（
土
）午
後
１
時
よ
り
開
講
し
ま
す
。

ま
た
夏
休
み
中
に
は
「
天
体
観
測
」

等
の
子
ど
も
向
け
・
親
子
向
け
の
講

座
を
企
画
し
て
い
ま
す
。 

※
お
申
し
込
み
、
お
問
い
合
わ
せ
は
、

学
校
法
人
国
際
学
園
ま
で
。 

 

○
整
備
完
了
次
第
利
用
で
き
ま
す 

（
今
年
度
中
） 

【
グ
ラ
ウ
ン
ド
】 

　
大
磯
中
学
校
や
国
府
中
学
校
の
サ

ッ
カ
ー
部
と
の
合
同
練
習
も
企
画
し

て
い
き
ま
す
。 

      
○
来
年
度
以
降（
予
定
） 

　
施
設
の
整
備
等
が
整
い
次
第
、
順

次
開
始
さ
れ
ま
す
。 

・
キ
ャ
ン
プ
場
・
ミ
ニ
ミ
ュ
ー
ジ
ア

ム
・
天
体
観
測
施
設
・
陶
芸
施
設
・

体
験
農
園
・
醸
造
体
験
・
多
目
的
ホ

ー
ル
・
多
目
的
室 

 

◎
学
校
法
人
国
際
学
園
と
は 

 

　
昭
和
55
年
12
月
に
設
立
し
、
幼
稚

園
か
ら
大
学
ま
で
運
営
す
る
学
校
法

人
。
星
槎
グ
ル
ー
プ
の
中
の
一
つ
の

法
人
で
す
。
星
槎
グ
ル
ー
プ
は
、
学

校
法
人
を
は
じ
め
、
保
育
園
や
障
害

者
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
施
設
を
運
営
す
る

社
会
福
祉
法
人
、
不
登
校
傾
向
お
よ

び
特
別
な
支
援
を
必
要
と
す
る
児
童

生
徒
の
対
応
や
保
護
者
の
相
談
業
務

を
行
う
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
な
ど
を
組
織
し

て
い
ま
す
。 

 


